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一般財団法人日本データ通信協会 

平成２９年度事業報告 

（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで） 

 

 

 近年、情報通信ネットワークにおいて、スマートフォンやタブレット端末が急速に

普及するとともに、クラウドコンピューティングの活用やＩｏＴ・ビッグデータ・Ａ

Ｉの利用拡大などにより社会生活や企業活動に大きな変化がもたらされている。 

一方、サイバーテロ等セキュリティ上の脅威が顕在化してきているとともに、個人

情報漏えい事件も発生しており、安心・安全な情報通信の確保に向けた役割はますま

す重要となっている。 

こうした状況において、当協会は事業の２本柱である「情報通信セキュリティ事業」

と「情報通信人材育成事業」をそれぞれの直面する状況に応じて適切に経営推進して

きた。 

「情報通信セキュリティ事業」においては、現代社会において注目される分野であ

り、日々新たな事象が次々に出現して、迅速な対応が要請されるところである。 

当協会は、総務省あるいは関係業界と密接に連携を取りながら情報セキュリティ対

策と個人情報保護分野において、これまで培った知識・ノウハウを活用しながら諸事

業を遂行した。とりわけ、個人情報の分野では、個人情報保護法の平成２９年５月３

０日全面施行に併せ、全国で説明会を実施するなど、時宜に合わせ迅速に対応してき

た。また、タイムビジネスにおいては、欧州の動きを見据えてタイムビジネス協議会

を発展的に改組し、トラストサービス推進フォーラムの設立に向けて活動してきた。

後発事象となるが、今年の６月５日に設立総会開催の運びとなった。 

「情報通信人材育成事業」においては、無線（モバイル）サービスへの移行、スマ

ートフォンの普及等の構造的変化が底流にはあるが、建設業法上の電気通信工事施工

管理に係る技術検定が実施されることとなり、工事担任者資格や電気通信主任技術者

資格の地盤低下が起きている。こうしたことを背景に国家資格取得者数は減少傾向が

表れてきている。こうした厳しい状況の中で、公平・公正な国家試験を実施するとと

もに、企業・学校等に対してきめ細かな情報提供を行うことにより資格試験への受験

需要を少しでも掘り起こすべく活動を行ってきた。 

 平成２８年度事業報告の「当協会が対処すべき課題」の中で取り組むこととしてい

た建設業法上の電気通信工事施工管理に係る技術検定試験の指定試験機関の指定申
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請については、当協会を上げて準備を行い、書面理事会による承認を得て、平成３０

年１月３１日に国土交通省に申請書を提出した。後発事象となるが、平成３０年４月

１７日、残念ながら国土交通省から「指定試験機関の指定の拒否（通知）」を受領した

ところである。 

 

 

１ 総 務 関 係 （法人管理） 

（１）理事会の開催 

平成２９年度に開催した理事会は、次のとおりである。 

回 開 催 日 議  題  等 

第１回 平成２９年５月２３日 

①平成２８年度事業報告について 

②平成２８年度決算について 

③公益目的支出計画実施報告書等について 

④定款の一部改正について 

⑤定時評議員会の日時及び場所並びに目的 

である事項等について 

⑥職務執行状況について 

第２回 

(書面) 
平成２９年８月２５日 

①評議員会の決議の省略について 

②理事１名選任につき候補者決定について 

第３回 

(書面) 
平成２９年１０月６日 

①評議員会の決議の省略について 

②理事１名選任につき候補者決定について 

第４回 

(書面) 
平成３０年１月２６日 

①指定試験機関の指定を受けるための申請 

 について 

②事業計画及び収支計画の承認について 

第５回 平成３０年３月６日 

①平成３０年度事業計画について 

②平成３０年度収支計画について 

③職務執行状況について 

（２）評議員会の開催 

平成２９年度に開催した評議員会は、次のとおりである。 

回 開 催 日 議  題  等 

第１回 平成２９年６月７日 

①平成２８年度事業報告について 

②平成２８年度決算について 

③公益目的支出計画実施報告書等について 

④定款の一部改正について 
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第２回 

(書面) 
平成２９年９月１日 ①理事１名選任について 

第３回 

(書面) 
平成２９年１０月１３日 ①理事１名選任について 

（３）経営会議の開催 

   理事長、専務理事、本部長及び総務企画部長出席による経営会議を原則毎週火曜日に

開催（年度累計３９回）し、重要案件の経営判断に資す等内部統制システムを円滑に運

用してきている。 

（４）役員の異動 

平成２９年度における役員の異動は、次のとおりである。 

年月日 就  任 退  任 

29.09.01 

29.10.13 

理事 藤田  周 

  理事 猪﨑 哲也 

理事 久保園 浩明 

理事  西郷 英敏 

（５）評議員の異動 

  平成２９年度における評議員の異動は、なし。 

（６）賛助会員の状況 

平成２９年度末の協会の賛助会員数は、入退会なしで、５８法人である。 

後発事象となるが、一般社団法人情報処理学会が平成３０年４月１日に加入している。 

（７）公益目的支出計画の実施報告 

平成２９年６月２０日付けで公益目的支出計画実施報告書を提出した。 

 

２ 情報通信セキュリティ対策事業  

（１）迷惑メールの防止（継１：迷惑メール送信適正化事業） 

社会問題化している迷惑メールに対応するためには、メールリテラシーの向上と防止

技術の普及促進が重要な課題になっているとの認識のもと、消費者からの電話相談、特

電法違反情報の受付、迷惑メールへの対応方法の周知啓発等に取り組んだ。 

① 平成２９年度は、「迷惑メール相談センター」設立１５周年の節目の年でもあり、新

たにセンター設立の７月１０日を「迷惑メール対策周知強化の日（「Stop!迷惑メール

の日」）と定め、毎年、周知啓発活動を強力に推進することとした。 

② 平成２９年１０月、「メール de 詐欺に騙されない！」をテーマに、東京都消費者月

間で開催された「くらしフェスタ東京２０１７」へ、また平成３０年２月に「文京区

消費生活展」へ出展した。出展に際しては、被害の未然防止を目的に架空請求メール

やフィッシング詐欺メールなど、よくある被害事例を基に作成したヒヤリ・ハット体
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験ＳＯＮＧ「迷惑メールにだまされた！」（迷惑メール相談センターオリジナルＳＯＮ

Ｇ）を流すとともに、騙されないための注意点等を記載したメール de 詐欺事例リーフ

レット「そのメール、サギカモ！？」を配付した。 

③ 平成３０年３月、文京区の「消費者生活研修会」において、区内在住者向けに「迷惑

メールと消費者トラブル―最近の迷惑メール事情―」と題して講演を行った。 

④ 平成２９年度も周知啓発資料「撃退！迷惑メール」（７万部）及び「撃退！チェーン

メール」（４万５千部）の改訂版を作成し、消費者窓口や学校関係者等へ配布して対応

方法の周知啓発に努めた。 

⑤ 平成２９年度は、迷惑メール対策技術として有用な「送信ドメイン認証技術（SPF･

DKIM･DMARC）の普及促進を目的に、初の試みとして、セキュリティ専門家が多く集う

「情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢２０１７」と「セキュリティシンポジ

ウム道後２０１８」において、「電子メールのセキュリティ対策―なりすましはこうや

って防ぐ―」、「送信ドメイン認証技術ＤＭＡＲＣによるなりすましメール対策」等を

テーマとして講演を行った。 

⑥ 平成３０年２月、国内通信事業者を対象に、迷惑メール対策技術として有用な「送

信ドメイン認証技術実装状況（SPF･DKIM･DMARC）と「アウトバウンドポート２５ブロ

ッキング実施状況」の調査を実施し、ホームページ掲載データを最新のものに更新し

た。また、日本に割り当てられた国別トップレベルドメイン名「ＪＰドメイン名」に

ついて、株式会社日本レジストリサービス（ＪＰＲＳ）との共同研究により送信ドメ

イン認証技術の設定状況調査（SPF･DMARC）を行い、その結果を総務省で公表した。 

⑦ 平成３０年３月、「特定電子メール等送信適正化に関する調査研究報告書」を総務省

へ提出した。 

  ⑧ 前年度に引き続き、「迷惑メール対策推進協議会」へ参加し、関係者との連携に努め、

「迷惑メール対策ハンドブック２０１７」の作成活動に参加するとともに、事務局と

して迷惑メール防止のための有用な送信ドメイン認証技術の１つであるＤＭＡＲＣの

導入に向けた活動を推進した。 

⑨ 警察組織からの「迷惑メールに関する照会」に対応し、捜査に協力した。 

⑩ 電話相談受付件数及び情報提供受付件数は、次のとおりである。 

・電話相談受付件数           ２，６２４件 

・情報提供受付件数      １６，６４４，４３４件 

（２）タイムビジネスの普及推進（継２：情報通信セキュリティ対策事業） 

タイムスタンプの普及、啓発活動を行うとともに、平成２８年度に発表した「ｅ－ト

ラスト・ジャパン宣言！」の実現を目指し、トラストサービス推進フォーラムの創設に

向けた活動を実施した。 
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タイムビジネス協議会会員数は、幹事会員１０（対前年比＋３）、賛助会員１０（同±

０）、パートナー１４（同－１）、合計３４（同＋２）となった。 

ア 第１２回タイムビジネス協議会総会を平成２９年６月１５日に開催し、平成２８年

度事業報告及び収支決算、平成２９年度事業計画及び収支予算が承認された。 

イ 総務省から「タイムスタンプ、電子署名等のトラストサービスの利用動向に関する

調査研究の請負」案件を受注し、日本と欧州のトラストサービスの利用動向等につい

て調査研究を行った。また、調査結果を共有し、タイプスタンプの普及啓発を行うた

め、ワークショップを２回開催した。 

ウ 普及促進ワーキンググループによるセミナー等の活動 

(ア) 独立行政法人工業所有権情報・研修館主催セミナーへの協力 

     平成２９年１０月１３日（福岡）、１０月２７日（東京）、１１月１５日（大阪）に

おいてセミナーが開催され、講師の派遣及びタイムスタンプのデモンストレーショ

ンを実施した。 

(イ) 普及啓発資料の作成 

     総務省の調査研究案件の一環で日欧のユースケース等を取りまとめた「タイムス

タンプの概要・動向及び業務の電子化における証拠性確保の活用事例」を作成した。 

エ 電子証明基盤検討ワーキンググループ等の活動 

（ア）トラストサービス研究会 

   トラストサービス推進フォーラムの設立準備組織として研究会を立ち上げ、７回

の会合を重ね計画を取りまとめた。 

（イ）法令・ガイドライン等の調査 

   総務省の調査研究案件の一環で文書の電子化を規定した法令・ガイドラインを対

象に、当該規定を特定しタイムスタンプの有効性を評価した。 

オ その他の活動 

（ア）平成２９年４月１日から「認定タイムスタンプを利用する事業者に関する登録制

度」を開始し、１６社２６件のサービス又は業務が登録された。 

（イ）総務省、経済産業省、内閣官房、特許庁、国税庁及び東京国税局との意見交換を行

った。 

  （ウ）「タイムビジネスにおける暗号アルゴリズム移行検討報告書（平成２２年２月２２

日）」に示された移行方針について、最新の動向を踏まえ評価すべく暗号移行検討タ

スクフォースを設置し、検討を行った。 
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（３）タイムビジネス認定業務（継２：情報通信セキュリティ対策事業） 

ア タイムビジネス信頼・安心認定制度の運用状況 

（ア）スカパーＪＳＡＴ株式会社の時刻配信業務、北海道総合通信網株式会社及び寺田

倉庫株式会社の時刻認証業務の認定の更新について審査し、認定の決定を行った。 

（イ）株式会社サイバーリンクス及び三菱電機インフォメーションネットワーク株式会

社の時刻認証業務の認定の申請について審査し、新規認定の決定を行った。 

（ウ）前記の結果、時刻配信業務認定事業者（ＴＡＡ）は３社（対前年比±０）、時刻認

証業務認定事業者（ＴＳＡ）は８社（同＋２）となった。 

イ 時刻認証業務認定事業者に対し、タイムスタンプ発行件数の調査を行い、平成２９

年に全社合計で１億７千万件を超えるタイムスタンプが発行されたことが判明した。 

ウ ＪＩＳ Ｘ ５０９４（ＵＴＣトレーサビリティ保障のためのタイムアセスメント

機関（ＴＡＡ）の技術要件）改正について、原案作成委員会の事務局を務めた。 

（４）電気通信分野における個人情報保護の推進（他４：その他事業） 

平成２９年５月３０日に全面施行された改正個人情報保護法（改正法）に従い、認定

個人情報保護団体として、電気通信事業分野の個人情報保護の取組みの向上を目指し、

次の業務を積極的に推進した。 

※平成３０年３月末対象事業者数：１２６社（当該年度 入会４社、退会２社） 

 ・退会事由：会社都合(２社) 

      ・プラスワン・マーケティング株式会社 

      ・株式会社エディオンコミュニケーションズ 

ア 消費者から寄せられた苦情･相談について、迅速かつ的確な対応を行った。 

※苦情･相談件数：１３２件 前年比９２％ 

（ア）個人情報関係問合せの割合は約３８％と前年度に比べ上昇した。 

     センターで直接対応できない内容（応対・対応や契約手続に関すること、ＳＮＳ・

掲示板系等の掲載情報削除依頼、相談等）が多い。 

（イ）対象事業者（会員）名が判明している問合せは、絶対数の減少とともに、割合とし

ても約６１％となり、前年度より下降する傾向となった。 

イ 対象事業者（会員）への個人情報保護に関する情報提供の充実に努めた。 

（ア）個人情報漏えい事案の取りまとめを提供（四半期ごと） 

（イ）苦情･相談内容を当該対象事業者に提供（月次） 

（ウ）認定個人情報保護団体の活動と個人情報取扱いに関する有益情報を「すがもメー

ル」として毎週提供（週次） 
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ウ 電気通信事業者をはじめとする個人情報取扱事業者の個人情報保護活動への啓発を

図るため、全国１１都市において「個人情報保護セミナー」を開催し、約１，０００人

が参加した。 

エ 改正法に基づき、「電気通信事業における個人情報保護指針」を作成し、個人情報保

護委員会への届出を行った。また、同指針の要約版冊子（ハンドブック）を作成し、対

象事業者（会員）をはじめ、セミナー参加者等に広く提供した。 

オ 通信の秘密に該当する位置情報の匿名化について、電気通信事業関連４団体（※）

とともに、電気通信業界の自主的なルールとして「電気通信事業における『十分な匿

名化』に関するガイドライン」を作成し、公表した。 

※ 一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団

法人日本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

（５）プライバシー（Ｐ）マークの付与認定の推進（他２：Ｐマーク付与認定事業） 

ア 審査状況 

認定可否を確認する審査員が、情報通信事業者に固有な業務状況を加味するなど、

継続的な改善に役立つような説明に努めた結果、当協会への申請件数は増加している。 

区  分 申請件数 認定件数 

２９年度の件数 ６６１件 ６４１件 

１８年度からの累計 ４，５５３件 ４，３３２件 

(注)１ これまで新たな事業者２，０９２社を認定しているが、合併･返上等により、

平成３０年３月末時点の有効認定企業数は、１，６４８社となった。 

２ 平成２９年度末に審査中の件数は２０４社（平成３０年３月末現在）。 

  イ 「情報法制研究会」シンポジウムの開催 

     情報保護に関わる法的課題を検討するシンポジウム「情報法制研究会」を平成２６

年度から継続開催している。平成２９年度は、２回、一橋大学講堂で開催し、好評を

博した。 

回 開催日 報 告 者 

第５回 
５月２０日 

（土） 

・一橋大学 名誉教授  堀部 政男 氏 

・新潟大学 教授  鈴木 正朝 氏 

・情報セキュリティ大学院大学 教授  湯淺 墾道 氏 

・関西大学 教授  高野 一彦 氏 

・ひかり総合法律事務所 弁護士  板倉 陽一郎 氏 

・産業技術総合研究所 主任研究員  高木 浩光 氏 
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第６回 
１１月２５日 

（土） 

・一橋大学 名誉教授  堀部 政男 氏 

・新潟大学 教授  鈴木 正朝 氏 

・情報セキュリティ大学院大学 教授  湯淺 墾道 氏 

・慶應義塾大学 教授  新保 史生 氏 

・英知法律事務所 弁護士  森 亮二 氏 

・産業技術総合研究所 主任研究員  高木 浩光 氏 

・ＮＴＴセキュアプラットフォーム研究所主席研究員 高橋 克巳 氏 

・個人情報保護委員会 事務局 参事官  小川 久仁子 氏 

・新経済連盟 事務局 政策統括  小木曽 稔 氏 

・当協会電気通信個人情報保護推進センター 所長  小堤 康史 

  ウ ＪＡＤＡＣ改正ＪＩＳ対応説明会の開催 

    ５月末の改正個人情報保護法全面施行及び年末のＪＩＳ改正に伴い、平成３０年８

月から新基準によるプライバシーマーク審査が始まる。 

これに先立ち、１月８日～３月２８日の日程で札幌から福岡まで全国１３回の説明

会を開催し、参加人数６００人を超えた。特に、東京会場は毎回満席となったことか

ら、平成３０年４月に２回追加開催することとなった。 

併せて、他審査機関事業者の参加を受け入れて、当協会の審査を理解していただく

一助とした。 

 

３ 情報通信分野における人材の育成事業  

（１）電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の実施（他１：国家試験実施事業） 

電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の指定試験機関として、次のとおり試験

を実施した。 

ア 電気通信主任技術者試験 

回 試験実施日 申請者数 受験者数 合格者数 試験実施地 

第１回 29 年 7 月 9 日 
4,117 

(4,500) 
3,357 714 全国 15 地区 

第２回 30 年 1 月 28 日 
4,451 

(5,000) 
3,560 982 全国 15 地区 

（注）（  ）内は、計画数を示す。 

※ 試験申請数を前年度同期と比較すると第１回及び第２回とも減少し、第１回は２

６９人（対前年同期９３．９％）、また、第２回は３１５人減少した（対前年同期９

３．４％）。その結果、平成２９年度は前年度と比較して５８４人減少となった（対
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前年９３．６％）。電気通信主任技術者講習制度が施行された平成２７年度までは微

増傾向であったが、平成２８年度以降減少に転じた。 

イ 工事担任者試験 

回 試験実施日 申請者数 受験者数 合格者数 試験実施地 

第１回 29 年 5 月 28 日 
16,443 

(16,300) 
13,538 4,486 全国 39 地区 

第２回 29 年 11 月 26 日 
18,915 

(18,900) 
15,523 5,226 全国 39 地区 

 （注）（  ）内は、計画数を示す。 

  ※ 試験申請数を前年度同期と比較すると第１回及び第２回とも減少し、第１回は１，

６８２人（対前年同期９０．７％）、また、第２回は１，８１３人減少した（対前年

同期９１．３％）。その結果、平成２９年度は前年度と比較して３，４９５人と大幅

に減少した（対前年９１．０％）。工事担任者試験の申請者数の減少は平成２２年度

以降継続しており、特に、ここ数年は前年度申請数に対して約９％減と減少幅が大

きい状況となっている。 

 ウ 試験申請数減少への対応 

    試験申請数の減少傾向により、国家試験会計の収支が急速に悪化していることを踏

まえ、費用の削減と受験者の減少に歯止めをかけるべく、次の対応を取ることとした。 

 （ア）支部の廃止 

東海支部を平成２９年８月３１日をもって閉所した。全国に１０か所設置してい

た支部は、平成２２年度以降順次閉鎖し、平成２９年度の東海支部閉鎖をもって９

か所閉鎖することになった。これにより、試験の執行は、東海・北陸地域以東の試

験実施地を管轄する本部（電気通信国家試験センター）と近畿地域以西を管轄する

西日本支部の２組織により執行する体制となった。 

  （イ）試験地の廃止 

     昭和６０年度に電気通信主任技術者試験及び工事担任者試験の指定試験機関とし

て試験を開始した当時、両試験とも試験実施地数は全国１１か所であった。その後、

受験者に対する受験機会の拡大、利便性向上のため、試験実地数を順次増やして現在、

電気通信主任技術者試験では全国１５か所、工事担任者試験においては高校生はじめ

電気通信工事等従事者への受験の利便性向上のため試験地数を３９か所へと拡大して

きた。しかし、工事担任者の受験申請者数は減少に歯止めがかからないことから、平

成３０年度には工事担任者試験の試験実施地である富山及び大分の２か所を廃止し、

全国３７か所にすることとした。 
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 （ウ）受験勧奨に係る周知広報活動の強化 

    企画広報委員会において、国家試験受験者増を目指した周知広報活動の検討を行

い、次の事項を実施した。 

   ａ 東海支部閉鎖に伴い、東海地域（４県）の企業訪問、学校訪問による広報活動

を行う広報専門役を新たに配置し、１月から活動している。 

   ｂ 工事担任者試験の高校生受験者数を増加させるためには、自校生徒の資格取得

に積極的指導を行っている教師に対する定期的な情報提供が必要であり、教員リ

ストを整備している（平成３０年度から実施予定）。 

   ｃ 周知広報活動を担当する本部職員、支部職員及び広報専門役が毎月の訪問計画

に基づいて訪問した結果を関係者間で情報共有し、今後の計画につなげている。 

   ｄ 工事担任者教育研究会、全国工業高等学校長協会、関東甲信越地区電気教育研

究会等を活用して受験勧奨のための周知広報活動を一層強化している。 

   ｅ 実務経歴による科目免除制度を積極的に活用していただくため、実務経歴書に

不備が多い申請者が所属する企業（ＫＤＤＩ株式会社、東日本電信電話株式会社、

株式会社ジュピターテレコム）を対象にそれぞれ説明会を開催した。 

（２）情報通信エンジニア資格制度の普及促進（他４：その他事業） 

ア 情報通信エンジニア資格制度の普及促進 

平成１８年１月にスタートした「情報通信エンジニア資格制度」の一層の普及に努       

め、昨年度新規に約３００人に対して資格者証を発行するとともに、更新時期を迎え

た約２，７５０人の更新研修を実施した。 

（注）「情報通信エンジニア資格者制度」とは、工事担任者スキルアップガイドラインに

よりＤＤ各種工事担任者が知識･技術の向上に努めていることを認証する当協会独

自の制度である。 

イ 「工事担任者スキルアップガイドライン委員会」の開催 

日々進歩する技術革新に対応するため、工事担任者スキルアップガイドライン委員 

会（委員会１回及びＷＧ４回）を開催し、工事担任者に求められる要件を見直して更

新研修テキストに記載する項目を決定した。 

ウ 団体表彰推薦及び１０年表彰 

資格者を多数保有する８団体（企業５、学校３）に対して、１１月に優良団体とし

て表彰した。また、１０年連続更新者に対して表彰を行うとともに、帰属団体に対し

感謝状を贈り、努力をたたえた。 
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（３）ｅ－ラーニングによる「養成課程講座」の実施（他３：人材研修事業） 

工事担任者養成課程(ｅＬＰＩＴ)は、開講以来１２年目を迎え、電気通信工事会社の

社員から一般学生までの幅広い層の方に利用され、総受講生は１３，７４２人になった。 

なお、収支については、学習アプリ採用によるシステム運用コスト軽減等により、７

年連続黒字決算となった。 

ア 工事担任者養成課程の開講実施 

  平成２９年４月から月３回（１月は２回）、計３５回の開講を実施した。 

・工事担任者養成課程講座「ｅＬＰＩＴ」受講状況 

受 講 者 数 資格取得者数 

１， ０８５人 

（前年度 ８９２人 ２１．６％増） 

７２７人 

（前年度 ６８９人 ５．５％増） 

 イ コンテンツの改修 

    学習コンテンツのうち技術科目の一部に陳腐化した学習項目があったことから新技

術・新規格及び時代背景を捉えた表現に改修した。また、法規データベースを自前で

作成する方式を廃止し、ｅ―Ｇｏｖ（電子政府の総合窓口）を直接参照する方式に変

更してコンテンツ改修に係る稼働削減と費用削減を図った。 

  ウ 一般教育訓練給付金制度指定講座の継続利用 

    厚生労働省認定の「一般教育訓練給付金制度」も８年目を迎え、多くの受講生がこ

の制度を活用している。平成２９年度も多くの受講生がこの制度を活用していること

から今後も継続利用ができるように更新していきたい。 

（４）電気通信主任技術者講習事業の実施（他４：その他事業） 

平成２７年度から電気通信主任技術者の講習が開始され、当協会は、唯一の登録事業

者となっている。平成２９年度は合計４回の「電気通信主任技術者定期講習」を東京で

実施し、１８９人の受講に対応した。３年で一回りの講習となるため、新たなる３年の

初年度となる平成３０年度の講習実施に向けた講習会場の確保、講師の確保等の事前準

備を行った。 

ア 講習の完全実施と最新化 

  講習の実施に当たっては、次の事由等により本人確認、不正防止等厳格に行い、講

習が中止となることのないよう努めた。また、テキスト記載事項の最新化を図り、追

補版として配付した。 

 ① 一般的な講習と違い講習時間が総務省告示により厳密に定められており、講習修

了後は修了考査を行って合否を判定することになっている。 
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② 選任から１年以内に講習が修了できない場合は、受講者のみならず電気通信事業

者の事業運営に支障を来すこととなる。 

イ 修了考査問題の作成、運用 

  修了考査の試験問題は再考査分を含め６回分作成し、各回とも厳重な保管、機密保

持の対応を行うとともに、難易度の差が無いよう配意し、公平さを担保した。 

 

４ 企画広報活動 （継３：広報活動事業） 

（１）機関誌の発行 

機関誌「日本データ通信」を年４回の頻度で編集・発行し、協会の事業活動の報告と

ＰＲに努めた。同誌は、第２１５号（平成２９年７月）を機に誌面構成、デザインをリニ

ューアルし、読者に対する読みやすさの向上を追求するとともに、Ｐマーク審査を当協

会で実施した企業やタイムスタンプを活用する企業のインタビュー記事を新たに連載企

画として設けるなど、新コンテンツの追加による情報発信量の拡大を図った。また、協

会ホームページと連動する機関誌のＷｅｂ版「日本データ通信」の運用を１月から開始

し、紙とインターネットの２つの媒体を活用した情報発信の拡大に努めた。 

（２）ホームページの更改 

  当協会のホームページは、外部に向けた様々な情報発信のためのツールとして利活用さ

れてきたところであるが、公開から時間を経てデザインや機能の面で時代の要請に合致し

ない部分があり、また各部門のページが独自に更改を重ねてきた等の理由から、全体の統

一性に欠ける部分が生じたりするなどいくつかの課題を抱えていた。 

  そこで、平成２９年度には、協会トップページ、各部門のトップページを中心にデザイ

ン面での統一感を持たせる方向で変更を行うとともに、ＰＣのみならずタブレットやスマ

ートフォンの画面に合わせた表示を可能にするレスポンシブルデザインを採用し、使いや

すく、見やすいホームページ提供に向けた基盤づくりを行った。 

（３）「日本データ通信協会ＩＣＴセミナー」の開催 

情報通信エンジニア、当協会賛助会員、一般事業者等を対象に、情報通信分野における

最新情報等をテーマにした情報提供イベント「日本データ通信協会ＩＣＴセミナー」を次

のとおり開催した。 

回 開催地 開催日 テ  ー  マ 

第４４回 大阪市 ７月７日 

・ＮＴＴ西日本グループにおける取組み 

（ＮＴＴ西日本 代表取締役副社長：黒田 吉広 氏） 

・システムセキュリティの最新動向 

（立命館大学 教授：上原 哲太郎 氏） 
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第４５回 東京都 １１月２１日 
・IoT/データ活用による価値創造の本質とモダンな開発 

（(一社)情報通信技術委員会事務局長：稲田 修一 氏） 

第４６回 東京都 ３月６日 

・ネットワークインフラに関する政策動向 

（総務省電気通信技術システム課長：荻原 直彦 氏） 

・総務省におけるデータ通信政策の動向 

（総務省データ通信課長：内藤 茂雄 氏） 

・サイバーセキュリティ政策の最新動向 

（総務省サイバーセキュリティ課長：木村 公彦 氏） 

（４）ニュースリリースの実施 

    情報セキュリティ本部各部門を中心とした広報活動を積極的に実施し、総務省記者ク

ラブ、テレコム記者会、インターネット媒体等に対して、次のとおりニュースリリース

を配信した。 

リリース日 内    容 

４月５日 

電気通信個人情報保護推進センターによる「電気通信事業者の個人情報 

保護 全力サポート宣言！」の公開と全国１１都市で改正個人情報保護法の 

無料説明会の開催 中規模の電気通信事業者の個人情報の適正な取扱い 

の支援対応の強化について 

４月２０日 「情報法制研究会 第５回シンポジウム」の開催について 

５月１０日 
「第４４回日本データ通信ＩＣＴセミナー」（総務省及び情報通信月間推進協 

議会の情報通信月間行事）の開催について 

５月１９日 

ＪＩＰＤＥＣ・ＪＮＳＡ・ＣＡＣ・ＴＢＦが協力し「トラストサービス研究会」の発足及 

び「トラストサービス推進フォーラム（仮称）」の創設へ向けた第１回研究会開 

催について 

５月３０日 
「電気通信事業における個人情報保護指針」の個人情報保護委員会への 

提出について 

６月１２日 タイムスタンプに関する総務省報告書の公開について 

７月７日 「電子メールのなりすまし対策」リーフレット（第３版）の公表について 

７月１１日 「Ｓｔｏｐ！迷惑メールの日」創設記念式典の開催について 

１０月１０日 
「くらしフェスタ東京２０１７【見て、聞いて、話そう！交流フェスタ】」への出展、 

啓発イベントの開催について 

１１月１日 
「第４５回日本データ通信協会ＩＣＴセミナー」の開催について 

工事担任者スキルアップガイドライン２０１７年度版の公開について 



14 

１１月８日 「情報法制研究会 第６回シンポジウム」の開催について 

１１月２２日 第９回（平成２９年度）情報通信エンジニアリング優良８団体の表彰について 

１月２４日 

プライバシーマーク付与事業者に向けた「ＪＡＤＡＣ改正ＪＩＳ対応説明会」の 

実施について 

「第４６回日本データ通信協会ＩＣＴセミナー」の開催について 

２月１日 電気通信工事施工管理技術検定の指定試験機関申請の実施について 

２月２１日 

「サイバーセキュリティシンポジウム道後２０１８」における送信ドメイン認証技 

術ＤＭＡＲＣに関する講演の実施について 

文京区消費生活展（くらしフェスタ２０１８）への出展について 

 

５ 当協会が対処すべき課題  

 近年、協会を取り巻く環境は変化しており、新規業務の創設、既存の業務見直し等中長期

的に安定した経営を目指していく必要があるが、Ｐマーク審査部以外の各事業の収益力低下

が著しく、各部門の収益構造の見直しが急務であった。この中で、工事担任者試験は、受験

者数の減少傾向に歯止めがかからないことから、短期的には国家試験に係わる分野における

本部内組織変更（部門統廃合）、支部統廃合及び事務室一部賃貸解約等を実施して収益改善を

図った。さらに、試験問題作成工程の合理化に取り組む必要がある。 

収益構造の見直しは、協会全体として取り組むべき喫緊の課題であることから、職員一人

ひとりが問題意識を持って聖域なく議論していかなければならない。タイムビジネス・トラ

ストサービス分野及び個人情報保護の分野において、新サービスの導入や新規会員加入促進

活動をさらに加速させて進めていく必要がある。情報通信人材育成本部について、このまま

縮小均衡に陥ることのないよう、事業環境の変化に対応した取組みを進めていくことにより、

収益構造の見直しを本格的に推進して経営基盤の安定確保を図っていく必要があるが、事業

報告の冒頭に記載したとおり建設業法上の電気通信工事施工管理に係る指定試験機関への指

定はかなわなかった。長期視野で考えた場合、昭和６０年のＮＴＴの民営化、電気通信事業

法の施行に伴い創設された工事担任者、電気通信主任技術者の資格試験について、在り方か

ら見直す時期にきているとも考えられる。 

こうした中で、協会として当面の対策としては、これまで培った国家試験運営に関する知

見を活かし、ＩｏＴ時代に向けた工事担任者資格のあり方を検討して関係団体と連携しなが

ら総務省に働きかけ、情報通信ネットワークの将来像に関し問題提起するなど、現行の試験

の枠組みを見直す端緒を探ることが必要である。 


